
障害者後見的支援運営法人運営委託に係る平成27年６月19日
健康福祉局　障害企画課

プロポーザルの実施について

　障害のある方が親亡き後も住み慣れた地域で安心して暮らすための制度として、平成22年度から障害者後見的支援制度を実施しており、現在、市内14区で事業展開しています。
今後も、事業の更なる推進を図ることとしており、第３期横浜市障害者プランにおいても、平成29年度での全区実施を表記しています。
そこで、全区実施に向けた取組として、今年度、新たな運営受託法人を公募型プロポーザル方式で選定し、平成28年３月からの２区拡大を目指します。

１　新規運営受託法人の選定方法
公募型プロポーザル方式
○　応募法人は、未実施区（中、港南、青葉、瀬谷）から1区を選び、提案書等を作成します。
○　提案内容等に基づく評価を行い、新規運営委託法人を選定します。

２　提案内容の評価方法
応募法人が作成した提案書の内容及び提案書を基にしたヒアリングを行い、プローポーザル評価委員会で評価します。

３　スケジュール
	日時
	内容

	６月19日（金）
	健康福祉局ホームページでの告知

	６月22日（月）～６月29日（月）
	プロポーザル実施関係書類の配布

	７月１日（水）午後５時まで
	参加意向申出書提出締切

	７月８日（水）
	参加資格確認結果通知書・提案書提出要請書送付

	７月24日（金）午後５時まで
	応募書類提出期限

	８月中旬
	個別ヒアリングの実施

	９月下旬
	運営法人の決定

	10月上旬
	結果の送付



４　プロポーザル実施関係書類の配布方法
健康福祉局障害企画課企画調整係　又は横浜市ホームページからダウンロード
（http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/shogai/kouken/20150612074402.html）
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